
住宅扶助等代理納付事務処理要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」とい

う。）第３７条の２の規定による措置（以下「代理納付」という。）のうち、住

宅扶助のための保護金品及び生活扶助を行う場合の保護金品のうち共益費

（以下「住宅扶助等」という。）の事務処理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（対象世帯） 

第２条 代理納付の対象は、住宅扶助等を受給する世帯とする。ただし、対象世

帯が居住する住宅や施設（以下「住居等」という。）の家賃額に対して、住宅

扶助が全額支給されないため代理納付とすべきでない世帯はこの限りではな

い。 

２ 各区保健福祉センター社会援護課長（中央区及び若葉区においては社会援

護第一課長及び社会援護第二課長。以下「社会援護課長」という。）は、次の

各号に該当する世帯に対して、代理納付を適用しないとすることができる。 

（１）対象世帯による住宅扶助費の支払いが既に口座振替となっており、住宅

扶助の目的が達せられている世帯で、土地・住宅の貸主又は貸主から委託

を受ける等により正当な権限をもって住宅扶助等を徴収する事業者（以下

「賃貸人等」という。）が代理納付を行わないことについて了承をしたこと

を確認している世帯 

（２）賃貸人等が住宅扶助等の代理納付を希望しないことを確認している住居

等に入居している世帯 

（３）不適切なサービス提供を賃貸人等やその関係事業者が行っているおそれ

があると社会援護課長が判断した住居等に入居している世帯 

（４）その他、代理納付を実施することが困難と社会援護課長が判断した世帯 

 

（納付先等） 

第３条 代理納付の納付先は、賃貸人等が指定する金融機関口座とする。 

２ 代理納付による支払方法は、口座振替とする。 

 

（代理納付の手続） 

第４条 社会援護課長は、第２条第１項に規定する対象世帯の世帯主に対し、



代理納付を行うことを説明し、理解を得るよう努めるものとする。 

２ 社会援護課長は、第２条第２項各号に該当すると認めたことにより、代理

納付を行わないとするときは、対象世帯の世帯主並びに賃貸人等に対し、代

理納付を行わないことを説明し、理解を得るよう努めるものとする。 

３ 社会援護課長は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第６２条に規定する利用目的の明示をするため、対象世帯の世帯主に対し、

賃貸人等に代理納付の開始、継続、中止に必要な照会を行うこと及び生活保

護の受給、停止、廃止の状況、氏名及び住所の情報を提供することについて説

明するものとする。 

４ 社会援護課長は、対象世帯の代理納付についての同意が必要との条件が賃

貸人等から提示された時は、対象世帯の世帯主から同意書（様式第１号）を徴

取するものとする。 

５ 社会援護課長は、代理納付を行おうとするときは、賃貸人等に対し、様式第

２号により振込先等の確認を行うものとする。ただし、賃貸人等で、振込先等

が明らかな場合においては、この限りでない。 

６ 社会援護課長は、賃貸人等に対し、様式第２号の２の「１ 代理納付に係る

留意事項」に記載の内容について説明した上で、同様式を徴取するものとす

る。 

 

（代理納付の決定） 

第５条 社会援護課長は、前条に規定する手続が終了したときは、内容を審査

の上、代理納付の可否を決定し、対象世帯に対しては保護変更決定通知書（千

葉市生活保護法施行細則第２６号様式の３）により、賃貸人等に対しては様

式第３号及び様式第３号の２により、これを通知するものとする。 

２ 前項の通知は、前条に規定する手続が終了した日から３０日以内に行うも

のとする。 

 

（代理納付の変更及び中止） 

第６条 社会援護課長は、賃貸人等から様式第４号の提出を受けたときは、速

やかに代理納付の変更の可否を決定し、対象世帯に対しては保護変更決定通

知書により、賃貸人等に対しては様式第５号及び様式第５号の２により、こ

れを通知するものとする。 

２ 社会援護課長は、対象世帯の死亡、転居、収入認定額の増加等により代理納

付の中止を決定したときは、速やかに、保護停止となった対象世帯に対して



は保護停止決定通知書（千葉市生活保護法施行細則第２７号様式）、保護廃止

となった対象世帯に対しては保護廃止決定通知書（千葉市生活保護法施行細

則第２７号様式の２）、その他保護変更となった対象世帯に対しては保護変更

決定通知書により、賃貸人等に対しては代理納付した住宅扶助費等の返還を

求めない場合は様式第６号及び様式第６号の２により、代理納付した住宅扶

助費等の返還を求める場合は様式第６号の３及び様式第６号の４により、こ

れを通知するものとする。 

３ 社会援護課長は、前項による通知を実施する前に、賃貸人等へ代理納付の

中止を連絡するものとする。ただし、死亡した事実、死亡年月日を除き、中止

となる具体的な理由については、説明しない。 

 

（一時扶助の代理納付） 

第７条 住宅扶助のための保護金品に係る代理納付は、一時扶助の支給におい

ても行うことができる。 

２ 社会援護課長は、代理納付を行おうとするときは、第４条に規定により代

理納付の手続きを行うものとする。ただし、同条第４項に規定する振込先の

確認が必要なため、生活保護申請に係る法定処理期間に支給決定ができない

場合は、この限りではない。 

３ 社会援護課長は、前項の場合においては、一時扶助の申請があった日から

１４日以内に、対象世帯に対しては一時扶助決定通知書により、賃貸人等に

対しては様式第７号により、これを通知するものとする。 

 

（過払い金の返還） 

第８条 社会援護課長は、生活保護の停止・廃止・変更により、既に代理納付を

行った住宅扶助等の全部又は一部が過払いになった場合には、次の各号によ

り、被保護者等に対して納付書等を送付し、返還を求めるものとする。 

ただし、過払い金の返還を求める者について、個々の事情により判然としな

い場合は、必要に応じ法律相談を行うものとする。 

（１）賃貸借契約に基づく賃料債権があり、保護廃止等の事由が死亡で相続人

があるときは、死亡した被保護者の相続人 

（２）賃貸借契約に基づく賃料債権があり、（１）以外の場合であるときは、被

保護者又は被保護者であった者 

（３）賃貸借契約に基づく賃料債権がないときは、賃貸人 

 



（住宅確保要配慮者に対する措置等） 

第９条 社会援護課長は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律（平成１９年法律第１１２号。以下「住宅セーフティネット法」と

いう。）第２１条第１項の通知を受けたときは、同条第２項の措置を講ずるも

のとする。 

２ 社会援護課長は、前項の措置の結果を、住宅セーフティネット法第２１条

第１項の通知を行った者に対し、様式第８号により通知するものとする。た

だし、代理納付を実施する必要があると判断した場合であっても、個人情報

保護の観点から情報を提供することが適当でないと判断したときは、対象と

なる被保護者が存在しない又は個人情報保護のため対象となる被保護者の存

在の有無を明らかにできない旨の通知をするものとする。 

３ 第１項の措置の結果、代理納付を実施する必要があると判断したとき（前

項ただし書きの場合を除く。）は、代理納付の手続について、第４条の規定を

適用し、代理納付の決定について、第５条の規定を準用する。この場合におい

て、同条中「賃貸人等に対しては様式第３号及び様式第３号の２」とあるのは

「賃貸人等に対しては様式第３号、様式第３号の２及び様式第８号」と読み

替えるものとする。 

 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、住宅扶助等の代理納付に関し必要な

事項は、保護課長が別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成２１年１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２５年１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年８月１１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成３０年１月２３日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 



  附 則 

１ この要領は、令和６年８月７日から施行する。 

２ この要領の施行の際現にこの要領による改正前の様式により調製された用

紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


